
令和６年度診療報酬改定に伴う

施設基準の届出について

円滑な届出のために
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【近畿厚生局ホームページ】
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１．施設基準とは

➢診療報酬の中には、人員、設備等について一定の基準を
満たすことを要件に、所定点数・加算点数を算定できる
項目があります。

➢この基準を定めたものが、施設基準です。

➢多くの施設基準は、地方厚生局への届出が必要です。

➢施設基準の要件を満たすものとして地方厚生局長に

届け出た保険医療機関が、これらの点数を算定できます。
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２．届出・届出直しが必要な施設基準の
確認方法
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・基本診療料の施設基準等の一部
を改正する告示（令和６年厚生
労働省告示第58号）

・基本診療料の施設基準等及びそ
の届出に関する手続きの取扱い
について（令和６年３月５日保
医発0305第５号通知）

・特掲診療料の施設基準等の一部
を改正する件（令和６年厚生労
働省告示第59号）

・特掲診療料の施設基準等及びそ
の届出に関する手続きの取扱い
について（令和６年３月５日保
医発0305第６号通知）

基本診療料

特掲診療料

１）施設基準等の告示・通知



２．届出・届出直しが必要な施設基準の
確認方法
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２）施設基準届出チェックリスト

病院用・医科診療所用・
歯科診療所用・薬局用
それぞれのチェックリストが
あります



２）施設基準届出チェックリスト
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２．届出・届出直しが必要な施設基準の
確認方法

オートフィルター機能
について
操作方法を記載して
います

備考の記載内容も
確認してください



【施設基準届出チェックリスト】
（病院用）
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※ こちらの施設基準届出チェックリストを提出しても施設基準を
届出したことにはなりませんので、注意してください。



【ベースアップ評価料の届出について】

➢外来・在宅ベースアップ評価料、歯科外来・在宅ベース
アップ評価料、入院ベースアップ評価料は新設された

施設基準です。

➢届出方法等が他の施設基準と異なります。

➢専用メールアドレスにExcelファイルを提出してください。

➢近畿厚生局ホームページで届出方法等を確認してください。

※保険薬局は

算定対象ではありません
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３．届出の流れと留意事項

告示、通知、

疑義解釈等

の内容を十

分に確認し、

施設基準の

要件を満た

しているこ

とを確認し

てください。

届出書は

提出書類

の表紙

届出書は

施設基準

ごとに作

成してく

ださい。

通知や添付

書類様式の

「記載上の

注意」欄に

定められた

ものを忘れ

ずに添付し

てください。

届出書等の

正本１通の

み、保険医

療機関の所

在地を管轄

する近畿厚

生局各府県

事務所へで

きる限り郵

送で提出し

てください。

要件審査に際し、

必要があれば電話

等により保険医療

機関宛てに照会さ

せていただきます。

施設基準の要件を

満たしていること

が確認できれば、

受理通知書を保険

医療機関宛てに送

付します。
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要件確認
届出書
作成

添付書類
様式作成

提出
要件審査

受理通知書送付



【届出書の様式の例】
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別添７ 別添２



【添付書類様式の例】
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【添付書類様式の例】
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＋
両方に必要
事項を記入
し、必要な
添付資料と
ともに提出

サーベイランス事業の
参加状況がわかる文書

＋

別添7 様式１の５



【届出期日】

施設基準の要件を満たした上で

令和６年５月２日(木)～６月３日(月)必着
近畿厚生局各府県事務所へ届出・届出直しする

必要があります
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令和６年６月１日から

施設基準の点数を算定するためには

※ ５月下旬以降は、届出窓口が混雑することが想定されるため、
可能な限り令和６年５月17日（金）までの提出に

ご協力いただきますようお願いします。
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４．施設基準等の届出についてを
クリック
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届出する項目に関する
様式をクリック
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スクロールすると下の一覧表があります

各施設基準の書類
全てを作成する



【提出時の留意事項】
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➢届出前に改めて、記載内容や添付すべき書類に

誤り・漏れがないか十分に確認してください。

➢郵送に当たっては、封筒の上部余白に朱書きで

「医科 施設基準届出書在中」

「歯科 施設基準届出書在中」

「薬局 施設基準届出書在中」

と記載してください。

➢届出書等の副本（写し）を、保険医療機関にて

適切に保管してください。



４．疑義照会方法
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※ 診療報酬改定内容に関する疑義

近畿厚生局ホームページの
令和６年度診療報酬改定ページに設けた

「疑義照会送信フォーム」を用いて照会（送信）

※ 参考資料等の添付資料がある場合

令和６年度診療報酬改定ページに掲載している
「疑義照会票」の様式を用いて郵送により

保険医療機関の所在地を管轄する
近畿厚生局各府県事務所へ提出



４．疑義照会方法
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５．疑義照会についてをクリック



４．疑義照会方法
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疑義照会はこちらをクリック



診療報酬改定内容に関する疑義
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診療報酬改定内容に関する疑義

参考資料等の添付資料が
ある場合は
こちらの疑義照会票を
添えて郵便で送付



４．疑義照会方法
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➢ 疑義照会をするに当たっては、事前に告示、通知、
疑義解釈資料等を十分に確認してください。

➢ 電話による照会は、できる限りお控えください。

➢ 回答は、電話又は近畿厚生局ホームページへの
疑義解釈資料の掲載により行います。

➢ 内容によっては、回答に時間を要する場合があります。
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適切かつ円滑な届出に

ご協力をお願いします。

令和６年４月 厚生労働省近畿厚生局
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